
随意契約理由書 

 

１ 工 事 名 

 

 

建物機械設備改修工事（２０２０－神） 

 

２ 業 者 名 

 

日本メックス株式会社 

 

３ 随意契約理由 

 

本工事は、施工箇所が同一路線内に点在する等し、施工数量

を一定規模有する区間の工事を包括して契約を実施する「維持

修繕工事包括契約方式」による後発工事である。 

本工事の内容は、京橋社屋における各フロア（１Ｆ、５Ｆ、

６Ｆ、８Ｆ、９Ｆ、１０Ｆ、１１Ｆ、ＲＦ）に設置されている

機械設備の取替補修及び新設である。 

今般、当初工事の契約締結に併せて締結した維持修繕工事包

括契約に関する基本協定書に基づき、本工事に係る契約の協議

を実施し、協議が成立したため、阪神高速道路株式会社契約規

程第２条第２号の規定により随意契約するものである。 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

阪神高速道路株式会社契約規程第２条第２号の規定による。 

 

 


